「宇宙環境を利用した高品質蛋白質結晶生成システムの構築と蛋白質結晶の構造解析による特性評価」の共同研究実施についての契約書（案）
宇宙航空研究開発機構（以下「甲」という。）と○○○○（以下「乙」という。）は、「宇宙環境を利用した高品質蛋白質結晶生成システムの構築と蛋白質結晶の構造解析による特性評価」に関する研究（以下、本共同研究という）を共同して行うことについて、次の条項によって契約（以下本契約）を締結する。
（研究の目的）
第１条　　甲は、国際宇宙ステーションを利用した高品質蛋白質結晶生成システムの構築を目的とし、乙は微小重力環境の有効性を活用し生成される・・・（例：高品位な高等生物由来疾患関連タンパク質）等の結晶の構造解析による特性評価を目的とし、本共同研究を行う。
（定義）
第２条　　本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
（１）「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ等の技術成果をいう。
（２）「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
①　特許権、実用新案権、意匠権
②　特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利
③　著作物に係る著作権（プログラム等の著作権を含むがこれに限定されない。）
④　本条①から③までに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能な財産的価値がある技術上若しくは営業上の情報（以下「ノウハウ」という。）に係る権利
⑤　本条①から④までの権利に対応する、あるいは、類似する外国における権利
（３）「実施等」とは、発明及び考案の実施、意匠の使用、著作物の複製、頒布、その他著作権法の認める著作物の利用若しくはノウハウの開示又は使用、その他各知的財産権の保護対象を使用する行為をいう。
（実施場所）
第３条　　本共同研究の実施場所は次のとおりとする。
（１）宇宙航空研究開発機構　本社
（２）宇宙航空研究開発機構　筑波宇宙センター
（２）宇宙航空研究開発機構　東京事務所
（３）国際宇宙ステーション　ロシアサービスモジュール
（４）乙の実施場所　
（５）その他本共同研究の実施に際して甲又は乙が指定する場所
（実施期間）
第４条　　本共同研究の実施期間は、契約の締結日から平成１８年３月３１日までとする。
（研究の分担）
第５条　　本共同研究の分担及び内容は、別表１のとおりとする。
（費用の分担）
第６条　　甲及び乙は、第５条に定める研究分担により発生する費用につき、それぞれが負担する。
（研究施設及び装置の利用）
第７条　　甲又は乙は、本共同研究の実施のために必要な施設及び装置を、予め相手方の同意を得た上で、使用することができる。
（機器等の持込み）
第８条　　甲及び乙は、本共同研究の実施のために必要な機器その他の物件を、予め相手方の同意を得た上で、相手方の施設内に持ち込むことができる。
（研究者）
第9条 甲及び乙は、別表２に掲げる研究者を参加させ、それぞれに主担当を置く。

２　甲及び乙は、別表２に掲げる研究者を予め相手方の同意を得た上で、相手方のもとに立ち入らせることができる。
（研究成果の利用）
第１０条　　乙は、本共同研究の研究成果を、宇宙航空研究開発機構法（平成１４年１２月１３日　法律第１６１号）第４条に掲げる平和の目的に限り利用するものとする。
（物件に係る権利の帰属）
第１１条　　本共同研究を行うために取得した有体動産等の物件に係る所有権等の権利は、その費用を負担した者に帰属する。
（研究材料）
第１２条　　甲及び乙は、相手方から入手した研究材料及び当該研究材料を用いて取得した研究材料（以下「研究材料等」という。）の保管に細心の注意を払うとともに、本共同研究以外の目的に使用するときは、予め相手方の同意を得なければならない。
２　　甲及び乙は、研究材料等を第三者に提供する必要がある場合には、あらかじめ相手方の同意を得るものとする。
３　　甲及び乙は、本共同研究を終了又は中止した場合には、相手方から入手した研究材料等を相手方と協議の上、速やかに廃棄等、適切な措置を講じるものとする。
（知的財産権の帰属）
第１３条　甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明、考案、意匠又は著作物が生じたときは速やかに相手方に通報するものとする。　　

２　別表１の分担による本共同研究から、甲又は乙に属する者が、単独で研究成果を得た場合、当該研究成果に係る知的財産権を甲又は乙がこれを原始的に取得しあるいは承継したときは、当該知的財産権は、甲又は乙にそれぞれ帰属する。
３　甲及び乙は、甲又は乙に属する者が別表１の分担による本共同研究から、共同して研究成果を得た場合、当該研究成果に係る知的財産権を甲及び乙がそれぞれこれを原始的に取得しあるいは承継したときは、甲及び乙は当該知的財産権を共有する。
４　　前項の規定により知的財産権を甲及び乙が共有する場合、甲及び乙は、当該発明等を行った者の貢献度、甲及び乙の費用分担等を考慮し、甲乙協議して甲及び乙の持分をそれぞれ定める。
５　　甲又は乙は、知的財産権の持分を放棄しようとするときは、事前に相手方に通知しなければならない。放棄された持分は、本契約の相手方に移転する。
（特許出願等）
第１４条　　甲及び乙は、甲又は乙に属する者が共同で行った発明について特許出願をしようとするときは、甲と乙との間で当該権利に係る甲及び乙の持分、当該特許出願及び権利保全に係る費用分担等を定めた共同出願契約書を締結の上、甲と乙が共同して出願するものとする。ただし、相手方の同意を得たときは、この限りでない。
２　　甲又は乙は、甲又は乙に属する者が共同研究の実施に伴って単独で行った発明について特許出願を行おうとするときは、あらかじめ相手方の同意を得るものとする。この場合、出願手続き及び権利保全に要する費用は出願を行おうとする者が負担する。
３　　前２項の規定は、実用新案登録出願、意匠登録出願、必要な場合、著作権の創作年月日の登録ないし移転登録について準用する。
（優先実施権）
第１５条　　甲及び乙は、相互に協議の上、本共同研究の結果得た研究成果につき甲又は乙に承継された知的財産権（次項に定める「共有に係る知的財産権」を除く）を、相手方又は相手方の指定する者に限り、出願若しくは登録申請の日（ノウハウの場合は、甲及び乙の設定した日）から優先的に実施させることができる。
２　　甲及び乙は、相互に協議の上、本共同研究の結果得た共同の研究成果につき甲及び乙の共有に係る知的財産権（以下「共有に係る知的財産権」という。）を、相手方の指定する者に限り、出願もしくは登録申請の日（ノウハウの場合は、甲及び乙の設定した日）から、優先的に実施させることができる。
３　　前２項の規定は、当該知的財産権を共有する者が自ら実施することを妨げるものではない。
４　　甲及び乙は、相手方と協議の上、本条に基づき許諾した優先実施権を取り消すことができる。
（第三者に対する実施の許諾）
第１６条　　甲及び乙は、前条第１項の規定に基づき、相手方又は相手方の指定する者に、優先実施権を付与した場合において、相手方又は相手方の指定する者が、その付与日から１年を経過した後においても正当な理由なく実施しないときは、相互協議の上、相手方又は相手方の指定する者以外の者に対し、当該研究成果の実施を許諾することができる。
２　　前項の規定は、甲及び乙が前条第２項の規定に基づき相手方の指定する者に優先実施権を付与した場合において、相手方の指定する者が、その日から１年を経過した後においても正当な理由なく共有に係る知的財産権を実施しないときについて準用する。
３　　甲及び乙は、前条の規定により相手方又は相手方の指定する者に優先実施権を付与した場合において、優先実施権を付与したことが甲又は乙の業務に著しい支障を及ぼすと認められるとき、又は公共の利益を著しく損なうと認められるときは、相互協議の上、優先実施期間中においても相手方又は相手方の指定する者以外の者に対し、当該研究成果の実施を許諾することができる。
４　　甲及び乙は、共有に係る知的財産権を相手方以外の者に実施権を付与しようとする場合、相手の同意が得られずに実施権を付与できないことが、自己の業務に著しい支障を及ぼすと認められるとき、又は公共の利益を著しく損うと認められるときは、相互協議の上、相手方以外の者に対し当該共有に係る知的財産権の実施を許諾することができる。
（実施料）
第１７条　　甲及び乙は、相手方又は相手方の指定する者に対し、自らに承継された知的財産権の実施を許諾したときは、別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。
２　　甲及び乙は、甲又は乙が共有に係る知的財産権を実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を相手方より徴収するものとする。この場合において徴収する実施料は当該権利に係る甲及び乙の持分に応じた額とする。
３　　共有に係る知的財産権について相手方の指定する者又は第三者から徴収する実施料は、当該権利に係る持分に応じ甲及び乙に帰属するものとする。
（データ等の提供）
第１８条　　甲及び乙は、本共同研究を実施するために必要であると相互に認めたデータ及び情報（以下「データ等」という。）を相互に無償で利用させるものとする。
２　　甲及び乙は、必要と認めるときは、相手方に対し研究成果を、できる限り詳細な文書として提出を求めることができる。
（研究成果の公表及び広報）
第１９条　　甲及び乙は、研究成果を相手方以外の者に知らせようとするときは、あらかじめ、書面による相手方の同意を得るものとする。　

２　　甲及び乙は、研究成果を公表する場合には、当該研究成果が甲及び乙の共同研究による成果である旨を明記するものとする。

３　　乙は、甲が国際宇宙ステーションの日本の実験モジュール「きぼう」の利用拡大及び多様化を目的として行う広報活動に可能な限り協力するものとする。
（技術データの管理）
第２０条　　甲及び乙は、本共同研究を実施するために相手方に財産権上の保護を受ける必要がある技術データを提供する場合は、当該技術データに係る取扱い条件を明示するものとする。その条件には以下のことを含む。

　　（１）甲及び乙は、事前の書面による許可なく、当該技術データを本共同研究の実施のために使用し、他の目的には使用してはならない。

（2） 甲及び乙は、事前の書面による許可なく、当該技術データを相手方（契約者、関係者を含む。）以外の者に提供してはならない。

２　　甲及び乙は、相手方から表示等により特別の取扱いが指定されている技術データを提供された場合には、当該指定に基づき当該技術データを取り扱うものとする。
３　　甲及び乙は、相手方から提供を受けた技術データについて、自己の契約者及び下請契約者が前項と同様の取扱いを行うよう措置するものとする。
（営業上の情報）

第２１条　前条の規定は、秘密にかかる営業上の情報について準用する。

（輸入技術等の管理）
第２２条　　甲及び乙は、本共同研究を実施するため、国際約束等（「民生用国際宇宙基地のための協力に関するカナダ政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、日本国政府、ロシア連邦政府及びアメリカ合衆国政府の間の協定（平成１０年１月２９日署名。平成１３年３月２７日発効。）」第１９条を含む。）の適用を受けるデータ、資料、技術又は機器を利用する場合においては、当該国際約束等の内容に違反しないようにするものとし、そのための必要な措置を講ずるものとする。
２　　甲及び乙は、これらのデータ、資料、技術又は機器の開示・移転に際し、適切な表示により通知を行うものとする。
（安全管理）
第２３条　　甲又は乙は、本共同研究のために甲及び乙がそれぞれ管理する場所において相手方が行う試験研究の際の安全確保に関しては、相手方の責に帰すべき事由によるもの又は不可効力によるものを除き、その責任をもつものとする。
２　　甲又は乙は、相手方の管理する場所における試験研究に参加する場合は、相手方の定める安全に関する諸規定及び相手方が安全のために行う指示に従うものとする。
（研究成果の取りまとめ）
第２４条　　甲及び乙は、本共同研究の成果を第５条に示す分担に応じて共同で取りまとめるものとする。
（蛋白質結晶の品質情報）
第２５条　　乙は、微小重力環境で結晶生成の実験を実施し結晶が得られたた蛋白質に関して、地上及び宇宙での蛋白質結晶の品質に関する以下の情報を、実施後速やかに、甲に提供するものとする。

(１）Rmerge value (Full sphere /Highest sphere resolution range)

（２）Rsym value(Full sphere /Highest sphere resolution range)

（３）completeness(%) (Full sphere /Highest sphere resolution range)

（４）I/sigma(I) (Full sphere /Highest sphere resolution range)

（５）Mosaicity
（６）蛋白質の特性に関する情報
２　　乙は、前項に基づき甲に提供した蛋白質結晶の品質に関する情報について、知的所有権の扱いについて適宜協議の上、甲が第三者に公表することに同意する。
（第三者との共同研究）
第２６条　甲及び乙は、本契約に反しない限り、第三者との間で本共同研究と同様の研究を行うことを妨げられない。
（第三者への委託等）
第２７条　甲及び乙は、事前に相手方の了解を得た上で研究の実施に必要な作業の一部を、第三者に委託等することができる。

　但し、委託等しようとする当事者は、当該第三者に本契約と同等の義務を課すものとする。

（独自事業との関係）
第２８条　　甲及び乙は、本共同研究の成果を利用して独自に行う事業の成否については自ら責任を負うものとし、当該事業から起因する事象により相手方に損害を与えないことに同意する。
（甲乙間の賠償責任）
第２９条　　甲及び乙は本共同研究を行うに当たって相手方の故意又は重大な過失によって、甲又は乙が所有する設備及び機械器具等に損害を被ったときは、相手方に対しその損害の賠償を請求することができるものとする。
２　　甲又は乙が本共同研究のために使用した機器・方法・著作物等が第三者の知的財産権その他の権利を侵害し、あるいは、侵害の請求がなされたときは、相手方が当該権利の侵害を知らなかったことについて重大な過失があった場合を除き、自己の費用と責任で当該問題を解決するものとし、相手方に損害を生じしめないものとする。
３　　甲及び乙は、本共同研究の成果について、自らが希望する成果が得られなかった、又は希望するレベルに達しなかったとしても、相手方の故意又は重大な過失による場合を除き、これをもって相手方に金銭的補償を請求できないものとする。
（不可抗力、不測の事態により本共同研究の実施が不可能な場合の措置）
第３０条　　下記（１）及び（２）の事態により本共同研究の遂行が遅延し又は不可能となった場合は、甲又は乙は相手方に対し書面にて速やかにその旨を通知する。この場合、前条の定めに係わらず甲乙は相手方に対し本契約に基づく義務の不履行に関する責任を負わないものとし、甲乙は協議の上本契約を解除することができる。
（1）火災、自然災害、政府の決定、労働争議、軍事行動、宇宙デブリ等による打上げロケット、宇宙ステーションの破壊若しくはその他偶発的なアクシデント等の不可抗力の場合。
（2）その他日本国政府の予算又は方針の重大な変更、その他本契約締結の際予測することのできない事由であって、甲乙いずれの責にも帰すことのできない事由が発生した場合。
２　　本条に基づく契約解除の場合であっても、甲及び乙は、第24条に従い、契約解除までに実施された部分について、成果の取りまとめを行うものとする。
（国際宇宙基地協力協定に基づく損害賠償請求権の放棄）
第３１条　　本条及び次条において、
（１）「保護される宇宙作業」とは、国際宇宙ステーション計画のための協力活動の一環として地球上若しくは宇宙空間で行い又は地球と宇宙空間との間を移動中に行う打上げ機、国際宇宙ステーション及び搭載物に係るすべての活動をいい、本共同研究契約に基づき行われる活動を含む。
（２）「損害」とは、人の身体の傷害その他の健康の障害又は死亡、財産の損傷若しくは滅失又はその利用価値の喪失、収入又は収益の喪失、及び他の直接的、間接的又は二次的な損害をいう。
（３）「参加国」とは、国際宇宙ステーション計画への参加国（カナダ政府、欧州宇宙機関の加盟国の政府、日本国政府、ロシア連邦政府、アメリカ合衆国政府）及びそれぞれの協力機関（カナダ宇宙庁、欧州宇宙機関、ロシア宇宙庁、アメリカ航空宇宙局及び甲）をいう。
（４）「関係者」とは、
①　参加国との契約者又はその下請契約者（あらゆる段階の下請契約者を含む。）
②　参加国にとっての利用者又は顧客
③　参加国にとっての利用者若しくは顧客（あらゆる段階の利用者又は顧客を含む。）との契約者又はその下請契約者（あらゆる段階の下請契約者を含む。）
をいい、いずれかの国又はその政府機関若しくは団体であって、上記①から③までと同一の形態により参加国との関係を有する者又はその他の形態により保護される宇宙作業の実施に従事する者を含む。また、「契約者」及び「下請契約者」にはあらゆる種類の供給者を含む。
２　　乙は、保護される宇宙作業から発生する損害について参加国、その関係者及びそれらの被雇用者に対する請求権を放棄するものとする。
３　　乙は、自己の関係者に対して、前項により乙が行う請求権放棄と同じ内容の請求権放棄を行うよう措置するものとする。

４　甲は、参加国及びその関係者が乙に対する請求権の放棄を行うように措置するものとする。
５　　本条における請求権放棄は次の請求には適用しないものとする。
（１）日本国政府、甲及びそれらの関係者に対する請求
（２）自然人の身体の傷害その他の健康の障害又は死亡について当該自然人又はその遺産管理人、遺族若しくは代位権者によって行われる請求
（３）悪意によって引き起こされた損害についての請求
（４）知的財産権に係る請求
（５）参加国が自己の関係者に本条と同様の請求権放棄をさせることができなかったことから生ずる損害についての請求

（契約書の変更）
第３２条　　甲及び乙は、両者合意のうえこの契約書を変更することができる。

（有効期間）
第３３条　　本契約の有効期間は、第４条記載の本共同研究の実施期間とする。
２　　前項の定めに係わらず、第10条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第24条、第25条第2項、第26条、第28条、第29条、第30条第2項及び第31条及び本条については、本契約の有効期間の終了後も効力を有するものとする。
（協議）
第３４条　　この契約書について疑義を生じたとき及び本共同研究に関してこの契約書に定めのいな事項があるときは、甲乙協議して定めるものとする。
以上の契約締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ１通を保有する。
平成　　年　　月　　日
甲
：
茨城県つくば市千現２丁目１番１

宇宙航空研究開発機構


宇宙基幹システム本部

　　　　　　　宇宙環境利用センター長　　　吉冨　　進
乙
：



○○製薬株式会社
別表１
	
	作業項目及び内容　

	想定される成果

	作業分担
（支出分担）

	区分
	実施項目
	実施内容
	想定成果
	甲
	乙

	実験準備
	蛋白質試料の準備

	高等生物由来疾患関連タンパク質等の蛋白質の発現・精製等を行い、結晶化の検討が可能な蛋白質試料を準備する。
	蛋白質の発現・精製方法
	
	○

	
	微小重力環境での結晶生成に向けた準備

	上記の蛋白質試料を用いて、微小重力環境における結晶生成のため、結晶化条件の検討及び実験装置との適合性等を確認する。
	蛋白質の結晶化条件検討の地上システム技術
	○
	○

	実験の実施
	微小重力環境での結晶生成の実施

	微小重力環境での蛋白質結晶生成のため、地上での準備作業、打上、軌道上運用、回収等の作業を実施する。
	軌道上結晶生成システム技術
	○
	

	実験の評価
	蛋白質結晶の構造解析による特性評価
	上記の微小重力環境で生成された蛋白質結晶及び実験準備で得られた結晶について、構造解析により結晶特性の評価を行う。
	蛋白質の構造及び座標データ
	
	○








